
◎吹田市空家等対策計画の改定におけるポイント

・法改正の整理

現行の「吹田市空家等対策計画」策定以降の法改正の状況や改正内容を
整理し、本計画改定において反映する事項を整理する。

・吹田市空家等実態調査の分析

市内の適正に管理されていない空家等についての所在や状態等（危険度）
を把握することにより、本市の空家等の立地特性など多様な観点から成果と
課題について分析及び取りまとめを実施する。

・「吹田市空家等対策計画2020」のフォローアップ

本計画における空家等対策を効果的かつ効率的に実施するために現計画の
取組についての進捗状況を把握し、課題を整理する。

＜ 本計画の目標設定 ＞
空家等対策の基本方針と推進施策を踏まえ、空家等対策を計画的かつ
効果的に推進し、その達成状況を測定するために成果目標を設定する。

吹田市空家等対策計画2020の改定(令和６年度)

◎協議会のスケジュール及び内容

資料２
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（法定）
協議会

（庁内）
対策会議

内容

第１回 ５月１３日 ５月３０日 現計画のフォローアップ

第２回 ７月 ２日 ８月 １日 計画骨子の作成

第３回 １１月２０日 １１月２１日 計画素案の作成

１２月上旬～ パブリックコメントの実施

第４回 ２月 ６日 ２月１９日 計画案の作成

◎吹田市空家等対策計画改定業務について

・受注者

株式会社オオバ 大阪支店

支店長 野中 敏幸

大阪市中央区淡路町１丁目７番３号

・業務期間

令和６年４月５日 から 令和７年３月１０日

・計画期間の見直し（５年→１０年）

空家法は特別措置法であり、緊急事態などに際して現行の法制度では
対応できない場合に、集中的に対処する目的で特別に制定される法律

↓
今回の空家法の改正により、今後空家等の数はさらに増え続けると

想定されており、長期的な視点での計画が必要
※必要に応じて中間見直し

・特定空家等の認定に用いる指標（判定表）の変更

空家法の改正による大阪府の運用マニュアルの改正に伴う変更。
＊次ページ以降で説明。
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指摘事項なしの空家等

危険度 低

特定空家等相当

危険度 高

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表の変更

〇 判定表 ： 空家等の危険度を点数化したもので、特定空家等の認定に用いる指標

平成３０年度吹田市空家等実態調査
市全域１,１４５件

※不良度判定、環境影響判定、利活用可能判定の
３項目の判定を基に危険度判定

Ａランク

７４件
（ 6.4%）

Ｂランク

４５３件
（39.6%）

Ｃランク

４９６件
（43.3%）

Ｄランク

１２２件
（10.7%）

空家等対策計画2020における考え方

点数化へ
～９９点

特定空家等相当

１００点～

令和６年度
空家法の改正に伴い

大阪府の運用マニュアルの改定
～３９点

管理不全空家等相当

４０点～

特定空家等相当

１００点～
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【変更前】

【変更後】

「管理不全空家等」とは
空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば
特定空家等に該当することとなるおそれのある状態
（空家法第13条）

〇 判定表（例示）の主な変更点 ： 「管理不全空家等」の追加

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表の変更



〇 判定表の確認項目 （1）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

4

主な変更点

表記に変更はあるが、点数等の
内容に変更なし

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表の変更

【変更前】

【変更後】



〇 判定表の確認項目 （2）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

5

主な変更点

ごみ等の放置や不法投棄による
常態的な水たまりの有無が項目
に追加

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表の変更

【変更前】

【変更後】



〇 判定表の確認項目 （3）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
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主な変更点

・多数の窓ガラスが割れたまま
放置されている。
・立木等が建築物の全面を覆う
程度まで繁茂している。
→ ２項目削除

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表の変更

【変更前】

【変更後】



〇 判定表の確認項目 （4）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

7

主な変更点

・不法侵入の形跡がある。
→ １項目追加
・他は表記に変更はあるが、
点数等の内容に変更なし

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表の変更

【変更前】

【変更後】


